
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

六

九

号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
二
六
九
号

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
「
建
屋
の
止
水
」
の
「
実
現
性
」
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
「
建
屋
の
止
水
」
の
「
実
現
性
」
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
一
二
ま
で
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
汚
染
水
へ
の
対
応
に
関
し
、
原
子
炉
建
屋
、
タ
ー

ビ
ン
建
屋
、
廃
棄
物
処
理
建
屋
等
（
以
下
「
原
子
炉
建
屋
等
」
と
い
う
。
）
の
隙
間
を
塞
ぐ
こ
と
（
以
下
「
建
屋
の
止
水
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
廃
炉
対
策
推
進
会
議
（
当
時
。
以
下
「
廃
炉
対
策
推
進
会

議
」
と
い
う
。
）
の
下
に
設
置
さ
れ
た
汚
染
水
処
理
対
策
委
員
会
が
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
地
下

水
の
流
入
抑
制
の
た
め
の
対
策
」
（
以
下
「
委
員
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
貫
通
部
等
の
止
水
策
は
、
流
入

量
が
多
い
箇
所
で
の
止
水
方
法
の
確
立
、
高
線
量
下
で
の
作
業
員
の
被
ば
く
対
策
等
、
技
術
的
に
非
常
に
難
易
度
が
高
い
が
、

陸
側
遮
水
壁
の
設
置
、
サ
ブ
ド
レ
ン
に
よ
る
水
位
管
理
等
の
他
の
対
応
策
が
機
能
し
な
い
場
合
で
も
、
建
屋
内
へ
の
地
下
水

の
流
入
抑
制
の
効
果
を
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貫
通
部
等
の
止
水
策
は
、
対
応
可
能
な
も
の
か
ら
速
や

か
に
着
手
し
、
他
の
対
応
策
の
実
現
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
ま
で
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て

い
る
ほ
か
、
例
え
ば
、
政
府
・
東
京
電
力
中
長
期
対
策
会
議
（
当
時
）
が
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
に
取
り
ま
と
め
、

廃
炉
対
策
推
進
会
議
が
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日
に
改
訂
し
た
「
東
京
電
力
（
株
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
〜
四

一



号
機
の
廃
止
措
置
等
に
向
け
た
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
（
以
下
「
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
同

様
の
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
建
屋
の
止
水
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
に
非
常
に
難
易
度
が
高
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
所
要
期
間
に
つ
い
て
、

委
員
会
報
告
書
で
示
し
て
い
る
と
お
り
七
年
程
度
を
目
安
と
し
て
お
り
、
そ
の
実
施
に
係
る
具
体
的
な
内
容
や
工
程
が
確
定

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
、
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
沿
っ
て
、
可
能
な
も
の
か
ら
対
応
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
子
炉
建
屋
等
の
外
側
で
あ
っ
て
線
量
が
比
較
的
低
い
箇
所
に
お
い
て
は
、
作
業
員
が
防
水
材
や
止
水

パ
ネ
ル
等
を
用
い
て
原
子
炉
建
屋
等
を
貫
通
す
る
ト
レ
ン
チ
を
閉
塞
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
、
対
策
の
実

施
途
上
で
あ
り
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
定
量
的
な
評
価
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
原
子
炉
建
屋
の
内
側
等
の

高
線
量
等
の
た
め
人
に
よ
る
作
業
が
困
難
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る

除
染
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
線
量
が
下
が
ら
な
い
場
合
に
備
え
、
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
沿
っ
て
、
例

え
ば
、
建
屋
の
止
水
の
作
業
に
資
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
遠
隔
作
業
に
か
か
る
研
究
開
発
を
経
済

産
業
省
の
補
助
事
業
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
原
子
炉
建
屋
等
へ
の
地
下
水
の
流
入
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

建
屋
の
止
水
を
待
た
ず
に
、
こ
こ
で
言
う
「
他
の
対
応
策
」
と
し
て
構
築
を
進
め
て
い
る
凍
土
方
式
の
陸
側
遮
水
壁
を
解
凍

二



す
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
委
員
会
報
告
書
は
、
「
地
下
水
の
流
入
抑
制
の
た
め
の
対
策
」
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
原
子
炉

圧
力
容
器
の
補
修
等
の
廃
炉
に
係
る
全
て
の
工
程
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
で
は
な
く
、
原
子
炉
圧
力
容
器
の
補
修
に
つ
い

て
は
、
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
沿
っ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


